
本籍地以外の市町村から分籍する場合に必要でした、戸籍全部事項証明書（戸籍とう本）
等の添付は、令和6年3月1日から原則不要となりました。
ただし、コンピューター化されていない戸籍の場合は、戸籍添付を省略することが
できないため、従来通り本籍地にて戸籍全部事項証明書（戸籍とう本）を取得された
うえ、届書に添付してください。

・署名は必ず本人が自署してください
・他市区町村に分籍すると、相続等、出生まで遡って戸籍が必要な場合に手続きが複雑になるともあります


